
共生共生 文化課　人権・ダイバーシティグループ
（☎96－1224）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 男女共同参画 多文化共生

「人権擁護委員」を知っていますか？
　人権擁護委員は、人権に関しての相談活動や、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらうための啓発活動を行っ
ていて、現在、全国で約14,000人が法務大臣から委嘱され、各市町村に配置されています。亀山市では、9人の人権擁護
委員が次の活動を行っています。

相談活動・・・�詳しい活動内容は、法務局人権相談ホームぺージをご覧ください。なお、特設人権
相談の日程は、広報かめやま毎月16日号をご覧ください。

〇みんなの人権１１０番　　�〇こどもの人権１１０番
〇女性の人権ホットライン　〇こどもの人権ＳＯＳミニレター　など
〇特設人権相談（本庁・関支所にて）
啓発活動
〇�人権教室の開催と啓発訪問（幼稚園、保育園、小・中学校、地区コミュニティセンター、市立図書館）
〇人権作文コンテストの実施（市内の中学校対象）
〇人権の花運動の実施（市内の小・中学校対象）
〇街頭啓発活動の実施（市内の商業施設・公共施設など）
〇ヒューマンフェスタin亀山への参画
〇人権センターや市などが開催する研修会への参加

暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

＜法務局人権相談ホームページ＞

東部地区まちづくり協議会
事務職員の募集

募集人数　１人
業�務内容　東部地区まちづくり
協議会の事務、施設管理全般
応�募資格　60歳までの人で、パ
ソコン（ワード、エクセル）が使
える人
勤�務時間　午前８時30分～午後
５時15分
勤�務日数　水曜日、土曜日、祝日
に出勤可能な人
勤�務場所　東部地区コミュニティ
センター
賃　金　時間給980円
申�込・問合先　東部地区まちづく
り協議会（☎83－3119）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

5広報かめやま　令和6年9月16日号

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

※�午前６時から深夜０時
まで、30分番組（文字
情報を含む）を繰り返し
放送しています。
　�なお、放送内容を変更す
る場合がありますので、
ご了承ください。

９月13日（金）～19日（木）
●ウイークリーかめやま
●�かめやま情報BOX「アプリde
ウェルネス推進事業の紹介」
●「第三愛護園①」

●ウイークリーかめやま
●「第三愛護園②」

９月20日（金）～26日（木）

「県政だより　みえ�令和６年９月号」の兎の助が紹介！
みえのいいとこ！のコーナーで、亀山公園わんぱく広場が紹介されています。


